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カーボン・オフセット認証制度に基づく
カーボン・オフセット認証申請書

共同申請　別紙B
	申請名
	

	申請（事業）者名
	
	（申請事業者の印）


	担当者名
	
	（担当者の印）※



提出日　　　　　年　　月　　日

※この別紙Bは、共同申請で申請内容を取り纏めて諸手続きを行う事業者（以下取纏め申請者とします。）以外の申請者が記載するものです。
※本申請案件の内容に限り、申請事業者の印と、担当者印とは同等の効力をもつものとし、
本申請書の最終版における記名押印は、担当者の印により行うことも可能です。
※共同申請である「カーボン・オフセット認証申請書」の案件名/提出日と同一の案件名/提出日を記載してください。
	
	A：申請の概要

	A-2
	申請者名 ※6

	
	（フリガナ）
申請（事業）者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	住所
	〒

	
	代表者氏名
	
	担当者氏名
	

	
	担当者所属
	
	担当者役職
	

	
	担当者E-mail
	
	担当者電話番号
	

	
	（共同申請の場合は以下を確認し、☑を記入願います。）
□　申請者としてカーボン・オフセットラベル使用の対象となる商品・サービス、会議・イベント、自己活動（以下「商品等」という）の提供あるいは実施を、他の申請者と共に共同しておこなっていること

	B-8関連
	（共同申請の場合は以下を確認し、☑を記入願います。）
提供する商品・サービス等における既存の法的枠組みでの法令遵守を

□　行っている

□　行っていない

	
	【実施規則第14条への合致状況】

申請者は、この申請における商品・サービス、会議・イベント、自己活動（以下「商品等」と言います。）の提供あるいは実施を現に行っており、かつこれらの実施状況等を本制度の条件及び趣旨に従って行っている事業者である必要があります。

ついては、該当箇所に☑を記入して下さい。

申請者は、
□Ⅰ-1商品使用・サービス利用オフセットを申請する、製造・販売業者・サービス提供業者です。

□Ⅰ-2会議・イベント開催オフセットを申請する、会議・イベント開催主体です。

□Ⅰ-3自己活動オフセットを申請する、オフセットの対象となる活動を現に行う事業者です。

□II自己活動オフセット支援を申請する、オフセットに係る商品・サービス等の製造・販売業者・サービス提供業者です。


※1：申請名は、認証委員会により変更されることがある。申請の要件については、実施規則第15条参照。
※2：オフセット済み認証：　無効化が完了したことを確認した旨の認証を行う場合
※3：オフセット予定認証：　カーボン・オフセットを予定している段階で適切な無効化が実施される予定であることが確認できる旨の認証をする場合
※4：申請に係る関係者の役割分担が分かる図などを添付すること。
※5：有効期間の定義については実施規則第21条参照。なお、一申請において、一つの有効期間のみを設定することができる。
※6：申請（事業）者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。
※7：申請代理事業者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。また、申請代理事業者と申請（事業）者との間で交わされた申請代理に係る契約を添付すること。

※8：複数商品等を一括申請する場合で、商品等ごとに①又は③が異なる場合は、個々の商品等ごとに販売計画書及び無効化計画書を提出すること。
※9：オフセット済み認証については、本審査（予備審査終了日まで）の段階で無効化が完了していることを原則とするが、無効化が商品等の提供あるいは実施前までに行われることが確実であると認証委員会が判断した場合には、認証委員会はオフセット済み認証に関する「仮認証」を与えることができる。実施規則第18条参照。
※10：オフセット主体とは、「カーボン・オフセットを行ったと主張できる者」を意味する。

	B：カーボン・オフセットの概要
	

	
	削減努力の実施　　□のうち、該当箇所に☑を記入願います

	B-9
	計実区分
	①対象活動等　　　□　計画　　　□　実績

②申請者自身の対象　□　計画　　　□　実績

③消費者への促進　□　計画　　　□　実績

	B-10


	①対象活動等（商品・サービス、イベント、自己活動等）に係る排出量の削減取組
	【全区分共通】
（オフセットの）対象活動範囲内における以下の削減取組を実施しています。
· 　　　　製造・提供　における省エネ活動を　計画／実施　しています。
具体的に：

· 　　　　製造・提供における省資源化を　計画／実施　しています。
· その他

具体的に：


【I-1　商品オフセット、及びⅡの提供物が商品の場合】

□自動車、冷蔵庫、ルーター等、エネルギーの使用の合理化に関する法律のトップランナー基準にて一定の省エネ性能の達成が義務付けられている商品であり、認証対象商品が省エネ性能を達成しています。

□トップランナー基準の対象となっていません。

□省エネ性能等、商品特性が排出量削減と密接に関わりのある機器について、その商品特性において景品表示法違反の排除命令を受けていません。

□社として、低炭素商品等の仕入・販売・流通等に取り組んでいます。

	B-11


	②申請者自身の排出量の削減取組
	· 環境マネジメントシステムに関する認証を取得しています。

認証制度名

□　ISO14001：

□　その他具体的に※4：

□　（オフセットの）対象活動範囲外における削減取組を実施しています。
　　具体的に：

　　　例：事務所において、ゴミの排出削減活動を計画／実施しています。
　　　　　　　例：社として、全ての提供商品に関し、低炭素商品等の仕入・販売・流通等に取り

組んでいます。


	B-12


	③オフセット主体に対する排出量の削減努力の促進に関する取組（認証区分Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱにおいて、申請者とオフセット主体が異なる場合のみ）
	（取纏め申請者に当欄の記載を一任する場合は下記に☑を記入願います。
· 取纏め申請者に当欄の記載を一任します。
上記☑をされない場合は、下記を記載ください。
· 申請者はオフセット主体の日常生活において、GHG排出量等環境負荷の少なくなくなるようなライフスタイルを推進しています。
具体的に：


· 申請者は、オフセット主体がGHG排出量等環境負荷の少ない商品等を購入するような取組を推進しています。
具体的に：


· その他 

具体的に：





	
	情報提供

	B-18


	①（認証に係る）情報提供のツール一覧と、その提供時期※10
	（取纏め申請者に情報提供のツール及びその提供時期を一任する場合は下記に☑を記入願います。
· 取纏め申請者に情報提供のツール及びその提供時期を一任します。
１．申請者印刷物

パンフレット、チラシ等、具体的に（配布等開始予定日も記載）：
· 申請者作成・配布パンフレット　　　　配布等開始予定日　　　年　　月　　日

· 申請者作成・配布チラシ　　　　　　　配布等開始予定日　　　年　　月　　日

· その他具体的に：

２．□　申請者ウェブサイト（公開予定日も記載）：

（URL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開予定日　　　　　年　月　　　日　）

３．□　申請者の提供する商品・サービス

具体的に（配布等開始予定日も記載）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配布等開始予定日　　　　　年　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配布等開始予定日　　　　　年　月　　　日
４．□　その他

具体的に（配布等開始予定日も記載）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配布等開始予定日　　　　　年　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配布等開始予定日　　　　　年　月　　　日


	B-19


	②算定量に関する公的制度等への反映の有無※11
	算定量に関する公的制度等に参加している場合、制度名をすべて記載して下さい。

· 地球温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度に参加しています。

· その他算定量に関する公的制度に参加しています。
具体的に：


· 算定量に関する公的制度の対象とはなっておらず、参加していません。

	B-20


	③4CJウェブサイト等への記載内容※12
（情報提供ガイドラインにある情報提供事項一覧（P.21, P.36, P.46, P.48, P.49のいずれかの表。区分等に応じて適宜選択）の項目について記載）
	（取纏め申請者に当欄の記載を一任する場合は下記に☑を記入願います。
· 取纏め申請者に当欄の記載を一任します。
上記☑をされない場合は、申請書と異なる部分のみ記載ください。
（B-20欄の内容は、案件概要として、認証センターのウェブサイトにて一般に公開される内容となります。これまでの項目と重複しますが、改めて記載してください）

【カーボン・オフセットの仕組みの説明】

【地球温暖化対策の喫緊性の説明】

【カーボン・オフセット商品等提供主体の削減努力】

B-11より転記可能

【消費者（参加者）の削減努力の促進に関する情報】

B-12より転記可能

【オフセットの対象とする活動、期間、人数、距離等】

B-4より転記可能

【対象とする活動に伴う排出量とオフセット量】

B-6、B-15より転記可能

【算定の根拠としたガイドライン名または算定式等】

B-5より転記可能

【クレジットの種類】

B-13より転記可能

【クレジットの認証プログラム（制度）名】（以下、B-14より転記可能）

【クレジットの調達状況】

【クレジットの無効化方法】

【クレジット調達期限・通知方法】

【プロジェクト名】

【プロジェクト実施国・実施地域】

【プロジェクトタイプ】

【プロジェクト概要】

【プロジェクト期間】

【プロジェクトの排出削減・吸収量】

【商品・サービス（チケット等）当たりの販売価格】

【消費者等のオフセットに関する価格負担の有無】

【その他支払に関する事項（申込有効期限、不良品のキャンセル対応、販売数量、引き渡し時期、総量、支払方法、返品期限、返品送料）】



	
	
	インターネット販売の場合のみ（インターネット販売がない場合は、削除してください）：

【販売事業者名】

【運営統括責任者名】

【連絡先（所在地、電話番号、e-mail）】

【ウェブサイトリンク先】

Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱのみ

【カーボン・オフセットの主体】※13
A-6より転記可能




※1：適格検証機関とは、申請時点において、京都メカニズムにおける指定運営組織（DOE）又は認定独立組織（AIE）として登録されている機関を指す。

※2：オフセットの対象活動（バウンダリ）における主要な排出源を特定できる場合は、明示すること。対象活動とは、Ⅰ－１においては商品・サービスの製造・使用等、Ⅰ－２においては会議・イベントの開催、Ⅰ－３においては自己活動、Ⅱにおいては消費者の日常生活等とする。

※3：①排出量の算定方法の算定に関する資料は、エクセルファイルで提出すること。

②この申請案件に関する算定支援サイト（インターネット等において、排出量算定を行う計算機能を付して、算定量に応じた、主に個人のカーボン・オフセットの取組を可能にしているサイト）を作成する場合は、別途確認申請料を追加して認証の範囲に含めることができる。
※4：①ここで設定したオフセット量（申請オフセット量）と商品等の出荷量・販売量が見合っているかどうかのモニタリング方法・体制が分かる図等

②商品等販売、イベント開催等、活動の実施後に実際の排出量が申請オフセット量を超える場合の対応（販売停止、あるいはクレジット追加調達を行う等）について示す文書を添付すること。

※5：認証基準ver.1.1 P.11参照

※6：AAUを使用する場合は、当該AAUが排出削減・吸収源の確保につながることを証明する文書を提出すること。
※7：オフセット済み認証（仮認証）もしくはオフセット予定認証の場合、別途公開書類「オフセットに用いるクレジット調達・排出量の埋め合わせに係る事実確認書」、または同等の内容が確認できる契約書等を提出すること。
※8：クレジットと用途の対応関係が管理されている帳簿等の写しを添付すること。

※9：京都クレジットの場合、無効化の方法として償却か取消かを明示すること。

※10：①当該認証制度による認証ラベル等を使用する可能性のある、情報提供ガイドラインにおいて求められる内容を記載した情報提供案（包装、チラシ、ホームページ案等）を必ず一つ以上添付し、広告、販売時、販売後のいずれのタイミングで用いることを想定しているかを明示すること。ラベル使用予定の印刷物等を列挙し、実際にラベルを貼付した画像等を添付すること。
②また、ラベルが当該案件のみに使用され、かつ対象期間（認証等の有効期間）を超えて使用されないかどうかの管理体制について示す文書を添付すること。
※11：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度や、公的機関の実施する排出量取引制度に類似した制度等を指す。制度等に参加している場合、クレジットの用途として、当該申請案件のカーボン・オフセットに用いるものと、制度等に用いるものと、どのように区別・管理しているかを示す文書を提出すること。

※12：情報提供ガイドラインに示される情報提供項目を網羅し、かつ同ガイドラインに沿った内容とすること。

※13：複数の主体がカーボン・オフセットを行ったと主張できる場合は、その旨記載すること。
	
	C：その他

	C-1
	案件に関連する許認可・合法性の証明
	商品・サービスの提供、会議・イベントの実施等、案件に関連して、法令等によって許認可等が求められているかどうかの有無

· 法令等によって許認可等が求められていません。

· 法令等によって許認可等が求められています。

具体的に：

　法令名：

内容：

【例】食品業：食品衛生法、JAS法　等

イベント：道路使用許可・占有許可証

	C-2
	案件に関連する環境対策の内容、環境性能
	案件に関連して、法令等によって、環境対策、あるいは一定の環境性能を満たすことが求められているかどうかの有無

· 法令等によって環境対策あるいは環境性能の達成は求められていません。

· 法令等によって環境対策あるいは環境性能の達成が求められています。

具体的に：

　法令名：

内容：

（B-10、B-11の記載内容と重複する場合は、その旨記載したうえで省略可）



	C-3
	案件に関連する関係者の状況
	案件に関連して、何らかの係争関係の有無

· 係争関係がありません。

· 係争関係があります。

具体的に：
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